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商工中金の危機対応業務の取組みについて 

 

 

商工中金は、中小企業等の資金繰りを強力に支援するために講じられた危機対応業務において、政府

の年末金融対策の一環として、本日、主務省からの運用見直しの通知を受け、その取組みを拡充しまし

た。 

中小・中堅企業等を取り巻く環境が大変厳しい中、商工中金は指定金融機関として、お客さまからの

相談に対して引き続き懇切・丁寧かつ迅速な対応に全力を尽くしてまいります。 

 

 

（拡充する主な内容） 

「中小企業等向けツーステップローン」（※１）における借換一本化の取扱開始 

景況悪化により、一時的に売上の減少等の要因で業況に影響を受け資金繰りに支障をきたして

いる中小企業者等や、取引金融機関との取引状況が悪化し資金繰りに支障をきたしている中小企

業者等を対象に、商工中金の既往融資と一本化して借換を行い、資金繰りの円滑化を図る制度の

取扱いを開始します。 

「取引企業倒産対応資金」の新設（参考②） 

取引企業の倒産により、一時的に資金繰りに困難をきたしている中小企業者等を対象とした損

害担保付貸出（※２）およびツーステップローンの取扱いを開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※１）ツーステップローン 

        日本政策金融公庫から財政投融資貸付等を原資とした借入を受けて中小企業・中堅企業等

の必要資金を融資するスキーム 

（※２）損害担保付貸出 

        日本政策金融公庫の一部補償を受けて中小企業・中堅企業の必要資金を融資するスキーム 

        日本政策金融公庫による補償割合：中小企業等向け80％、中堅企業向け70％ 

 

 



（参考①）危機対応業務における融資制度スキーム 

①損害担保付貸出

　日本政策金融公庫の一部補償を受けて中小企業・中堅企業の必要資金を融資するスキーム
②ツーステップローン
　日本政策金融公庫からの借入を受けて中小企業・中堅企業の必要資金を融資するスキーム
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（参考②）危機対応業務の概要（網掛けが制度拡充部分） 

対象となる 使途・期間等 資金名
特別相談窓口 （期間の特例） 貸付限度額

（※１）

設備：15年

運転：5年（8年）

設備：15年

運転：5年（8年）

設備：10年

運転：10年

設備：15年

運転：5年（8年）

設備：15年

運転：10年

設備：15年

運転：10年

（※１）日本政策金融公庫及び他指定金融機関との取引状況によって別途限度額が定められる場合があります。
（※２）ツーステップローンについて、借換一本化制度の対象となります。

金融環境変化対応資金
3億円（※２）

取引企業倒産対応資金
1億5千万円（新設）

運転：5年（8年）

建築関連ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等

所定の利率（担保
条件・財務条件等
により異なる）

所定の利率（担保
条件・財務条件等
により異なる）

所定の利率（担保
条件・財務条件等
により異なる）

経営環境変化対応資金
7億2千万円(※２）

災害復旧資金
1億5千万円

経営環境変化対応資金
7億2千万円

限度なし

損害担保 国際金融不安関連 累計20億円
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